
震m提言古本令私記断簡補遺
歴史研究室・平織宮跡発掘調査部

l.!f招提苛宝磁の天井真！と，二fl<の米．依lζつめて永く保存されてきた写経 ・ 版経などの断簡

類を， 当研究所は一昨年全面的lζ調査し， 乙れらを写経 ・ 版経 ・ 印仏 ・ 古文11= ・ その他lζ分

類整理した。この際それらに混って， ，！｝IJ..l等から平安初頭を下らないとみられる率的 ・ 営繕

・ I.YJTIT3令の注釈 ，q：・〈昨年の報告で古本令私犯と命名した〉や， 自宅：年代がぶ良II !j代lζ遡るとお

もわれる法華経背詣などがみつかったので，昨年それを急ぎ紹介したのであるが，その際も

断っておいたように， 前回の調子l:は大まかな分類を行なうにとどまっていた。さらに盟主llが

すすめば， 同種資料が検出される可能性は充分に予想、されたのである。今回一部について，

さらに新在した紡栄，昨年も紹介した昔・義l街聞のほか，令私記l1fr附 2 ｝
＇

，·が新たに発凡された

ので，概略それを紹介して昨年の報告を補っておきたい。なお整理は未だ完了しておらず，

小紙片・が多い乙ともあり，今後さらに精子Eを加えれば， 同匝資料がみつかる可能性はある。

2Jj-の断聞は，後掲の釈文のどとくいずれもWIVJ令lζ服するものである。昨年報告の31祈

附！とは仮りにAC軍防） ・B C営紛・関市） ・CCl民1r1nの記号を付したが，今次発見のものも

それにつづけて，D • Eとしてお ζ う。弁断rmの寸法を掲げるとつぎのようになる。

D 1紙 縦 18. 5cm tJ/i 8. Ocm 

E 1紙 9.6cm 3.2cm 

D ltfrPJi ！ζは一 却にもとの紙の上t；討をのζすとζろがあり，また右端はよ1直lζ破れている。

ζ れはll'J:'if-既報のように，紙千？をつかって聖教を｛！｝写するために， I紙を2つ折りにして袋

縦装！ζ改めた隙の折りElであることを示している。Dltfr簡は，'.ilII約令第4条から第7条のネ

イリを合むから， n 給写真で示したように， A断的のiirllζi丘陵つながるものと判断される。永年

米｛却ζ つめられたままで，；）＜をかぶったこともあるらしく，紙の傷みは甚しいから，先�lこ

接続することは不可能であるが，おおよそは口絵写只のごとくになるものとみて誤りなt、。

El祈簡は小紙i;
－

であるが， •III約令の第1条・第2条〈？〉にかかわるものと与ー えられる。

E I続的lζもHおもとの紙の上端をとどめると ζ ろがある。

したがって，'ifIIりJ令の3断簡は， E→D→Aの11uur ，ζ 佐原でき， 乙れらはもとl i紙｛こ ，1 ：：・か

れたものであったろう。昨年報告－した営耕令 ・ Ill di令のB ・C断聞も，もとはl j紙で，1,lijlifr

附が主なって先比されたのは， 紙·，＂fを勺かう際lと袋綴械に改装したままの状況であろうこと

をのべたが， 率的令の3断的についても，同様な関係にあるととが訂以できるのである。 し

たがって， ノ？次米f1N1より発凡された令私記は，'iJII釣令1紙とI＼・結令・IYA di令l i紙の占II介2

紙分であるとみてよいであろう。

つぎにD・ E断的の内容をみてみよう。 同紙j ',· にみえる令火宇句を， l同火J..:..系み； r令諸

島干jの主主老軍i均令コヒと照会すればつぎのようになる。下に｛労斜lを抱した：t：句が，令私記ltfrffij
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店偲担�.±·.
所 議古本令私記断附Ii巡

にみえる字句ないし相当字句と判断されるものである。

第1条 凡軍聞大殺傷l 一 千人，少殺副rm，校長f二百人，nt<illl1 －百人，｜欲正五十人CE)

第4条 凡図司，毎年孟冬，附闘戎具CD〕

tg 6条 凡兵士，人｝JIJ-ON/制I六斗，境二斗，子f＇ ＇，�l；火供行戎具ミ�－；.並！時二n·色Jili'. c下略〕CD〕

第7条 凡兵士，4Ii:うえ紺布事一 仁l，若袈，銅蚤小釜，｜悩得二仁l，鍬ー具，坐IJ被 ー具，斧ー

具，小斧ー具，繋一兵，鎌ニ強，主Itー具，1］｝：五十人，火m－具，熟文一斤，手銀 ー 具，毎人

弓 一眼，弓弦袋一口，副弦二.{I傑，11E�泊五十Y2，削主主一具，太刀 一 仁l，刀子 一 枚，硝石一枚，

fllHll一 枚，飯袋－［I，水雨一口，頃雨一 仁I, !f.E1f1－具，lfil；一雨，皆令I� {illi，不可附少，f j-'.ijf. 

之臼，自ffi白将去，若上容年，Ill(＼将人｝JIJ戎具，［｜外不須（A. D) 

以上のごとく，D・E断的の｜長l係条火は，J宅老軍l的令の�H：条からtg7条にわたってい

る。なお Ertfrm1の第2U 回の 1·口人Jは，i必当な＊1]当字句は認められないが，あるいは，第
〈五刀）

2 条の「凡兵士作為｜琢伍〈下略） Jの「！汲伍」 l乙関係するのかもしれなし、。 ζれにより， A

｜祈前jをふくめると，：i在l約令の関係条文；は17条ないし18�長になる。

つぎに令文字句の異同についてみると，Dt!fr聞には』1.lb＇己する字句が2 f!MI肝ある。lつは第

7 条の「益平」（養怠令文の釧｛：！のであり，いま l つは同条の「行綴」（腿rjJ)でめる。

ZI日Zの韮は，集ltlllζ「析釘」とあるように「まぐさをきる」の；な｜沫であり，乙の令在、J己も

「司；切」と注釈している。一方坐IJ1M：は， 『和名J少」によると「久佐岐利」の布l名がHされて

おり， 『令義W(Jのii;tJIIも同様「クサキリ」とあるから，令荘、記の令火が釧mのかわりに甚

平を用いていることはまちがいない。延下：：兵i邪式や同.！！t筑エ＼.：. lとは.Iii.Iζ坐IJ一平をもって拐を切

る具を表わしているが，披t,i·は釧と韮がJUHされることについて， 円安坐lj，折似·ll!., iliilfilL 

?..'i:� ν t3具，！！Ji;借ν釧九 ν ￥ 1 I没火；，�. ii払0tl山，今俗日子.：：�11切ー者－之矧」とのべている。 「拘l

f.f：少jの盆：者がいうように，坐IHM：は店式の表製であり，府代の11·：式なj日誌iで・あったのであろ

う。わが長老市防令の字句lζ採用されたのもそのためであるが，－）jの令私記の玖立は，i'I',

典もさた
。
かでーはなく，これをもって拐を切る具を表わすの

には！日必fドJ (C. Jjfrのある字句といえよう。

これに対して，令干1,J己が呪イメj;i'.ι令と災なるいま一 つの

こ子句である r:i i'�J c脚併を芯，：n，！とする〉は，「羽1:r:,H、 』が「J,! f

式云，，：1'11f'.r i!i\iこ I：，人）Jilf r縦一具，本，：�J式云，！盟I tl」と阪備

しているように，Jl笠，11がわが国の用字であるのに対して，

店式の川字である。易」1字主主」Eイ子夫；をはじめ「！;if三世紀なと、 わ

が国の文献には，II型rl1・ll日i弘の文字が伎われ，4 1事1iがJTJい

られる乙とはない（天武11年紀，天武朱烏元年紀）。 したがっ

てζの似合は，長老'il(lりj令がJJ式をf%1TJせずに前jlリlな「Jl1i!

m1図 D断間（先） E断！日'i(;{_;) rp Jの析をつかったのに対して，今｜旦｜発見された令私記は
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唐式そのままの字句を用いていることになる。

以上Ｄ断簡の相異する字句をとりあげたが，いま軍防令について，前回報告したＡ断簡の

相異する字句をふくめて掲げるとつぎのようになる。

劉碓（７条）→韮草腔巾（７条）→行糎放還（1 1 条）→免上

工於許算（1 3 条）→口文使（１５条）→彼充（1 9 条）→為

随事（2 0 条）→節級配隷（2 1 条）→配順何叱（2 2 条）→談何

Ａ，Ｄ，Ｅ断簡にみえる軍防令文の条数は1 7 条ないし1 8 条と考えられるから，上記のよう

に相異字句が９個所８条におよぶ事実は大いに注目されることであり，また両者の字句を比

較すると，令私記のそれがやや生硬で適切さを欠くのに対して，現存養老令の字句は，前者

の問題のある用字をより平易にし，適確な字句に改めていることが知られるのである。

前年の報告では，今回発見の令私記の令本文について，今日考え得る三つの可能性を併記

しておいた。今回の報告によっても，そのいずれとも定め難い点はのこるが，いまのべたよ

うなこの令文の字句がもっている傾向を勘案すると，古本令私記の令文は，現存養老令に先

行する令文の可能性が考えられるのではなかろうか。事柄はきわめて重要な内容を含むので
後日なお ; 検討を加えたいとおもう。（狩野久）
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